
 

 

長岡技術科学大学基金故髙田守昌修学支援給付金について 
 

 

 本学教員であられた故髙田守昌氏の教育及び研究活動に対する意欲を受け継ぎ，社会に貢献

する学生を育成する支援に活用することを目的とした本学独自の制度です。 

なお，この奨学金は返還する必要はありません。毎年３月に学生表彰対象となった学生へ 

案内をメールにより通知します。 

 

【給付の対象となる方】 

 次のいずれにも該当し，学長が決定した者です。 

一 本学の工学課程を卒業し引き続き修士課程に進学する者 

二 国立大学法人長岡技術科学大学学生表彰規程第２条第１項第１号*による表彰を受けた者 

三 経済的理由により修学が困難と認められ、以下のいずれかに該当する者 

イ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金受給者又は申請予定者 

ロ 本学基金奨学金を受けたことのある者又は申請予定者 

ハ 本学の授業料免除を受けたことのある者又は申請予定者 

ニ 住民税非課税世帯である者 

ホ その他学長が認めた者 

 

*国立大学法人長岡技術科学大学学生表彰規程第２条の一部抜粋 

第２条 表彰を受けるもの（以下「表彰対象者」という。）は、本学の学生又は学生で組織する団体で、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 学業・研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる者 

 

【給付額】 

 月額４万円（給付決定後、半期ごとに給付されます。） 

 

【給付期間】 

 修士課程に在学する２年間 

   

【給付人数】 

年度ごとに２名まで 

 

【奨学金の停止】 

 次のいずれかに該当するときは，奨学金の給付を停止します。 

一 退学したとき、又は除籍されたとき。 

二 懲戒処分を受けたとき。 

三 申請書類等の記載内容に虚偽の事実が判明したとき。 

  

 

【選考結果通知方法】 

 選考結果を文書でご連絡いたします。 

  

 
 

【お問い合わせ先】 

長岡技術科学大学 学生支援課奨学支援係 

電話 ０２５８－４７－９２５４   

e-mail fukurigroup@jcom.nagaokaut.ac.jp 
 


